
よりよく生活するための
12 か条 47

　園庭には鉄棒があり、毎日子どもたちは、いろ
いろな技に挑戦しています。ある日、今まで自分
から鉄棒をやってみようとしなかった４歳児の子
どもが、鉄棒の前回りの練習を始めました。最初
は思い通りにいかず、すぐに「先生、手伝って」
と保育者に頼っていました。その様子を見ていた
５歳児の子どもに、「私も最初は出来なかったけ
ど、お姉ちゃんたちに教えてもらって出来るよう
になったよ」「手に豆が出来るくらい何回も練習
したら絶対に出来るようになるよ。頑張れ！」と
優しく励ましてもらい、諦めずに何度も鉄棒に挑
戦する姿が見られました。

　励ましてもらいながら頑張れた経験が、諦め
ない強い気持ちを育て
るのではないかと思い
ます。友だち同士で励ま
し合える温かい仲間関
係を築いていきたいと
思います。

できるよ、だいじょうぶ！
金勝第１幼児園

問幼児課 ☎ 551-0424 ＦＡＸ 551-0149
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友
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近
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取
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仲
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ぶ
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。
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う
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１
～
２
歳
ご
ろ
は
、
身
近
な
相
手
に

認
め
ら
れ
た
り
、
思
い
を
受
け
止
め
て

も
ら
っ
た
り
す
る
経
験
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繰
り
返
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大
好
き
な
人
に
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つ
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守
ら
れ
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と
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じ
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が
ら
、
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に
安
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を

つ
く
る
時
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で
す
。
こ
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よ
う
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人
と
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だ
と
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え
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よ
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に
な
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友
だ

ち
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台
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３
歳
ご
ろ
に
な
る
と
、
一
人
あ
そ
び
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し
た
り
保
護
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と
遊
ん
だ
り
し
な
が

ら
、
思
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が
十
分
に
満
た
さ
れ
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こ
と

で
、
次
第
に
友
だ
ち
と
遊
ぶ
こ
と
を
求

め
始
め
ま
す
。
始
め
の
う
ち
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緒
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遊
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と
い
う
よ
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じ
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に
い
る

け
れ
ど
、
そ
れ
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れ
が
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あ
そ
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よ
う
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で
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大
人
か
ら
の
言
葉
か
け
に
よ
ら
ず
、

お
も
ち
ゃ
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貸
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借
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「
あ
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が
と

う
」「
ご
め
ん
ね
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や
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取
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で
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に
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～
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に
な
り
ま
す
。

　
乳
幼
児
期
の
一
人
あ
そ
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や
保
護
者

と
過
ご
す
時
間
は
、
友
だ
ち
と
遊
び
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
る
ま
で
の
大
切
な

準
備
期
間
で
す
。「
い
つ
も
見
守
っ
て

い
る
か
ら
、
安
心
し
て
ね
」
と
い
う
大

人
の
お
お
ら
か
な
関
わ
り
が
、
友
だ
ち

と
遊
ん
で
み
た
い
気
持
ち
を
育
む
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

子育て情報

友だちとの
関わり

問地域子育て包括支援センター
　☎ 551-2370 ＦＡＸ 551-2330

成年年齢が 20 歳から 18 歳になります‼
　民法が改正され、令和４年４月１日から成年年
齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。これ
により 18 歳の若者も法律上は大人になります。
　成年になれば親権者の同意を得なくても自分の
意思で契約できるようになります。未成年者が契
約する時は、親など法定代理人の同意が必要とさ
れており、その同意がない契約は原則として取り
消すことができます。（未成年者取消権）成年に
なると、この権利は行使できなくなります。
　成年になりたての若者は契約の知識や社会経験
が少なく、内容を理解せず安易に契約してしまう傾
向にあります。トラブルを回避するためには、契約
に関する知識を学び、ルールを知った上で、その契
約が自分にとって本当に必要かどうか検討すること
が大切です。疑問や不安を感じた時は、ひとりで悩
まず早めに消費生活相談窓口へご相談ください。
問自治振興課 消費生活相談窓口（相談無料）

9:15 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
☎ 551-0115 ＦＡＸ 551-0432（平日）
滋賀県消費生活センター（相談無料）
9:15～16:00 ☎0749-23-0999 （平日・土曜）

消費生活アドバイス
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